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○東京科学大学大学院保健衛生学研究科博士課程学修内規  

令和７年５月９日  

保健衛生学研究科長制定  

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学

院学則」という。）第31条、東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第94号。

以下「学修規程」という。）第３条及び第７条並びに東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則（令和６年細則第51号。以下「学修細則」という。）

第５条の規定に基づき、大学院保健衛生学研究科博士課程における授業科目の履

修に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（授業科目の区分）  

第２条 大学院保健衛生学研究科博士課程の授業科目は、次に掲げる主科目及び副

科目とする。  

一 主科目は、所属分野が開設する授業科目とする。  

二 副科目は、前号以外の授業科目及び共通科目とする。  

２ 大学院保健衛生学研究科博士課程の授業科目及び修得すべき単位数は、別表に

定めるものとする。  

（履修届）  

第３条 学生は、別表に定める授業科目のうちから、履修しようとする授業科目を

所定の期日までに届け出なければならない。  

（追加履修）  

第４条 履修科目の追加を行う学生は、各年度当初に定められた期日までに届け出

なければならない。  

（履修取消し）  

第５条 履修登録済みの授業科目のうち、履修を継続しない科目については、本人

からの願い出により取り消すことができる。  

２ 履修取消しを行う学生は、集中講義科目以外の授業科目については各授業科目

の第５回目の講義開始までに、集中講義科目については、当該科目の履修期間内

に、別に定める履修登録科目取消願により研究科長に願い出るものとする。  

３ 前２項によらず、科目責任者の判断により履修取消しを認める場合がある。  

（授業方法等）  

第６条 授業方法、内容及び１年間の授業計画は、履修要項において明示するもの

とする。  

（成績評価）  

第７条 成績評価について不服がある学生は、所定の期日までに所定の申立書を教

育推進部教務課湯島教務室に提出しなければならない。  

（再履修）  

第８条 不合格の評価を得た科目については、所定の手続により再履修できるもの

とする。  

２ 再履修した科目の成績については、再履修をした年度の成績をもって評価する。 



（編入学及び再入学の単位認定）  

第９条 大学院学則第21条及び第23条に基づき編入学及び再入学を許可された者

の当該大学院における既修得単位については、別表に定める科目の一部又は全部

を認定する。  

（雑則）  

第１０条 この内規に定めるもののほか、大学院保健衛生学研究科博士課程におけ

る授業科目の履修に関する必要事項は、研究科委員会において別に定める。  

附 則  

１ この内規は、令和７年５月９日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和６

年10月１日から適用する。  

２ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科博士課程履修内規（令和３年11月30

日保健衛生学研究科長制定）は、廃止する。  

附 則（令7.5.9）  

この内規は、令和７年５月９日から施行し、改正後の東京科学大学大学院保健衛

生学研究科博士課程学修内規の規定は、令和７年４月１日から適用する。  

別表  

(1) 大学院保健衛生学研究科一貫制博士課程看護先進科学専攻  

科目区分  授業科目の名称  単位数  

基礎看護開発学  ヘルスサービスリサーチ看護学特

論Ⅰ  

2 

ヘルスサービスリサーチ看護学演

習Ⅰ  
2 

ヘルスサービスリサーチ看護学特

論Ⅱ  
4 

公衆衛生看護学特論Ⅰ  2 

公衆衛生看護学演習Ⅰ  2 

公衆衛生看護学特論Ⅱ  4 

臨床看護開発学  成人看護学特論Ⅰ  2 

成人看護学演習Ⅰ  2 

成人看護学特論Ⅱ  4 

精神保健看護学特論Ⅰ  2 

精神保健看護学演習Ⅰ  2 

精神保健看護学特論Ⅱ  4 

小児・家族発達看護学特論Ⅰ  2 

小児・家族発達看護学演習Ⅰ  2 



小児・家族発達看護学特論Ⅱ  4 

リプロダクティブヘルス看護学特

論Ⅰ  

2 

リプロダクティブヘルス看護学演

習Ⅰ  
2 

リプロダクティブヘルス看護学特

論Ⅱ  
4 

在宅・緩和ケア看護学特論Ⅰ  2 

在宅・緩和ケア看護学演習Ⅰ  2 

在宅・緩和ケア看護学特論Ⅱ  4 

先導的看護システム開発学  国際看護開発学特論Ⅰ  2 

国際看護開発学演習Ⅰ  2 

国際看護開発学特論Ⅱ  4 

看護管理・高齢社会看護学特論Ⅰ  2 

看護管理・高齢社会看護学演習Ⅰ  2 

看護管理・高齢社会看護学特論Ⅱ  4 

災害看護学特論Ⅰ＊1 2 

災害看護学演習Ⅰ＊1 2 

クリティカルケア看護学特論Ⅰ  2 

クリティカルケア看護学演習ⅠA 2 

クリティカルケア看護学演習ⅠB 2 

急性・重症患者フィジカルアセスメ

ント  

2 

急性・重症患者治療管理論  2 

災害看護学インターンシップ＊1 2 

クリティカルケア高度実践実習 A 3 

クリティカルケア高度実践実習 B 4 

クリティカルケア高度実践実習 C 3 

災害看護学特論Ⅱ＊1 4 

クリティカルケア看護学特論Ⅱ  4 

必修科目  看護学研究法特論  2 



看護理論  1 

特別研究Ⅰ  4 

特別研究Ⅱ  4 

特別研究Ⅲ  4 

共通科目（看護系）  看護管理学特論  1 

看護政策学特論  1 

家族看護学特論  2 

看護情報統計学特論  2 

看護教育学特論  2 

国際看護研究方法論  2 

看護倫理  1 

コンサルテーション論  1 

フィジカルアセスメント  2 

臨床薬理学  2 

病態生理学  2 

インディペンデントスタディA 2 

インディペンデントスタディB 2 

共通科目（看護

系以外）  

データサイエ

ンス人材育成

プログラム科

目  

マネジメント特論  1 

知的財産特論  1 

データサイエンス特論Ⅰ  1 

データサイエンス特論Ⅱ  1 

データサイエンス特論Ⅲ  1 

データサイエンス特論Ⅳ  1 

グローバル健

康医学科目  

疫学Ⅰ  2 

疫学Ⅱ  2 

医療システム  2 

グローバルヘルス  4 

母子保健学  2 

行動科学  2 

地球環境と健康  2 



臨床疫学科目  疫学基礎  1 

生物統計学基礎  1 

生物統計学応用Ⅰ  1 

生物統計学応用Ⅱ  1 

臨床試験方法論基礎  1 

臨床試験方法論応用  1 

口腔疫学基礎  1 

疫学応用  1 

その他科目  生命理工学概論（英語）  1 

１ 大学院保健衛生学研究科委員会が別に定めるクオリファイングエグザミネー

ション（以下「QE」という。）を原則として受審し、下記に示す修了要件単位

を全て修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。ただし、教育研

究分野の改組等に伴う所属異動の場合には、異動前の所属教育研究分野が開設

する授業科目の履修をもって、所属教育研究分野が開設する授業科目の履修と

みなす。  

一 所属教育研究分野の特論Ⅰより２単位  

二 所属教育研究分野の演習Ⅰ又はⅠA又はⅠBより２単位  

三 所属教育研究分野の特論Ⅱ４単位  

四 看護学研究法特論２単位、看護理論１単位、特別研究Ⅰ４単位、特別研究

Ⅱ４単位及び特別研究Ⅲ４単位  

五 一～四を除く授業科目より15単位以上（ただし、共通科目（看護系）は７

単位以上修得することとする。）  

２ 災害看護グローバルリーダー養成コースを履修する学生は、看護先進科学専

攻の修了要件及び 下記に示す要件を全て満たした場合、災害看護グローバル

リーダー養成コースに関する学修成果を認定する。  

一 災害看護グローバルリーダー養成コース指定科目（＊１）を全て履修し、

単位を修得する。  

二 本学、高知県立大学、兵庫県立大学、千葉大学、日本赤十字看護大学の５

大学災害看護コンソーシアムの単位互換制度により、本学以外の４大学で開

講するコンソーシアム科目を８単位以上履修し、単位を修得する。  

三 災害看護学領域に関連する学位論文を提出し、博士論文の審査及び最終試

験に合格する。  

(2) 大学院共通履修科目  

授業科目の名称  単位数  

ジョブ型研究インターンシップ ＊1 1 

１ 本表の科目は、大学院保健衛生学研究科に開設するものとし、大学院保健衛



生学研究科に在学する学生であれば履修できるものとする。  

２ ＊１：QE取得後の保健衛生学研究科博士課程３年次以上かつ東京科学大学博  

士支援事業「総合知と癒しの次世代フロントランナー育成プログラム」の支援を

受けている学生を対象とする。  

(3) 大学院人間医療科学技術コース科目  

授業科目の名称  単位数  

人間医療科学技術博士論文研究計画論第一 ＊1 2 

人間医療科学技術博士論文研究計画論第二 ＊1 2 

人間医療科学技術教育指導法  2 

デザイン創造基礎  2 

１ 本表の科目は人間医療科学技術コースを履修する学生が選択できる授業科目

とし、QE取得後の保健衛生学研究科博士課程３年次以上の学生を対象とする。 

２ ＊１：人間医療科学技術コースを履修する学生は、看護先進科学専攻の修了

要件を満たし、人間医療科学技術コース科目から必修科目（＊１）を全て履修

し、単位を修得した場合、人間医療科学技術コースに関する学修成果を認定す

る。  

 



○東京科学大学大学院保健衛生学研究科委員会博士（看護学）に係る学位論文審

査及び試験内規  

令和７年10月８日  

保健衛生学研究科長制定  

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）第23条の規定

に基づき、東京科学大学大学院保健衛生学研究科（以下「本研究科」という。）

における博士（看護学）（共同災害看護学専攻に係るものを除く。）の学位論文

の審査及び試験に関し必要な事項を定めるものとする。  

（学位論文提出の資格）  

第２条 学位論文提出の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。  

一 本研究科看護先進科学専攻に在学する学生で、東京科学大学大学院学則（令

和６年学則第２号。以下「大学院学則」という。）第３条第２項第２号に規定

する博士課程に４年以上在学し、大学院学則第45条第４項に規定する所定の単

位中30単位以上を修得し、かつ、別に定める中間評価を免除され、又は合格し

た者  

二 次表に示す研究歴等を満たした者で、人格識見に非難すべき点のない者  

最終学歴  研究歴等  

大学院博士前期課程

修了  

学部4年  前期課程2

年  

研究歴5年   

大学院博士後期課程

修了  

学部4年  前期課程2

年  

後期課程

3年  

研究歴2

年  
 

大学院5年一貫制博士

課程修了  

学部4年  博士課程5年  研究歴2

年  
 

大学院博士課程修了

（医・歯学系）  

学部6年  博士4年  研究歴2年  

学部（4年制）卒業  学部4年  研究歴8年  

学部（6年制）卒業  学部6年  研究歴6年  

備考：学部卒業後本研究科において2年以上の研究歴を要する。  

２ 前項第２号の研究歴とは、次の各号に該当するものとする。  

一 大学の専任職員として研究に従事した期間  

二 大学院を退学した者の場合は大学院に在学した期間、又は専攻科（全日制の

研究生及び専攻生等を含む。）に在学した期間  

三 科学研究費補助金取扱規程（昭和40年文部省告示第110号）第２条に定める研

究機関（大学を除く。）において専任職員として研究に従事した期間  

四 本学が前各号と同等以上と認める次に掲げる期間  



イ 本学で受託研究員又は外国人研究者として研究に従事した期間  

ロ 本学の技術職員として勤務し研究に従事した期間  

五 その他研究科長が前各号と同等以上と認めた期間  

（学位論文）  

第３条 学位論文は、原著論文とし、原則として「緒言、対象／方法、結果、考察、

要旨／結語、参考文献」の項目を含む単著とする。ただし、次の各号の全てを満

たした場合は、英文で作成した論文に限り、共著とすることができる。  

一 筆頭著者であること。  

二 指導教員又は推薦教員から、論文作成にあたり申請者が主要な役割を果たし

たことを認めた証明書（別紙様式９）が提出されたこと。  

三 共著者全員から、学位論文に使用することに同意した同意書（別紙様式10）

が提出されたこと。  

２ 学位論文の提出は、査読制度のある学術雑誌に投稿し、原則として公表された

ものにより行うこととする。ただし、第２条第１項第１号に該当する者にあって

は、掲載証明書を添付した場合は、当該証明を受けた時点の論文の写しにより行

うことができるものとする。  

（学位論文に添付する書類並びに論文審査手数料）  

第４条 学位論文に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、参

考として他の論文を添付することができる。  

一 本研究科博士課程学生（第２条第１項第１号該当者をいう。以下同じ。）の

場合  

ア 申請書（別紙様式１）  

イ 履歴書（別紙様式３）  

ウ 論文目録（別紙様式５）  

エ 学位論文要旨（４千字以内）  

オ 審査員候補者記入表（別紙様式７）  

二 学位論文提出による学位請求者（第２条第１項第２号該当者をいう。以下同

じ。）の場合  

ア 申請書（別紙様式２）  

イ 履歴書（別紙様式３）  

ウ 卒業証明書  

エ 研究歴証明書（別紙様式４）。ただし、修士課程等の修了者は、それを証

明する書類をもってその間の研究歴証明書にかえることができる。  

オ 論文目録（別紙様式５）  

カ 学位論文要旨（４千字以内）  

キ 推薦教員からの推薦状（別紙様式６）  

ク 審査員候補者記入表（別紙様式７）  

２ 学位論文提出による学位請求者は、第１項第２号に定める書類のほか、論文審

査手数料として５万７千円を学位論文提出と同時に納付しなければならない。  

（資格等審査）  



第５条 学位論文を提出しようとする者は、本研究科教育委員会（以下「教育委員

会」という。）において、学位論文提出の資格及び論文形式等について、事前に

審査を受けるものとする。  

２ 前項の場合において、本学以外（外国を含む。）の研究機関において研究に従

事した期間又は第２条第２項第４号の期間を研究歴とする者は、当該期間に係る

在籍証明書又は在職証明書及び業績一覧（別紙様式８）等を、前条第１項第２号

の書類に加え提出するものとする。  

（審査委員会）  

第６条 審査委員会は、主査１人及び副査２人により構成する。  

２ 主査は、本研究科の教授のうちから選出する。ただし、指導教員、推薦教員及

び当該学位論文の共著者は主査となることができない。  

３ 副査は、博士の学位を有する本学の教授、准教授、講師及び助教のうちから選

出するものとし、１人以上を本学の教授とする。ただし、指導教員、学位論文提

出者と同じ分野に所属する教員及び当該学位論文の共著者は副査となることがで

きない。  

４ 必要があるときは、第１項に定める者のほか、副査２人以内を加えることがで

きる。  

５ 本研究科研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）は、教育委員会で選

出された審査委員候補者について審議し、審査委員会を設置する。  

６ 審査委員会は、学位論文の審査を行う。  

７ 前項の審査は、学位論文提出者及び審査委員会審査員が一堂に会して、公開で

行う。  

８ 審査委員会が必要と認めた場合には、学位論文の訳文及び標本等の提出を求め

ることができるほか、委員以外の者の出席を求め質疑を行うことができる。  

（最終試験）  

第７条 審査委員会は、本研究科博士課程学生に係る学位論文の審査を終了した後、

専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位論文に関連

のある学術分野について、口頭又は筆答により最終試験を行うものとする。  

２ 最終試験は、研究科委員会において特別の事由があると認められた場合を除き、

外国語を課すものとする。  

３ 最終試験の期日、科目及び問題等最終試験の方法は、審査委員会が決定する。  

（学力の確認）  

第８条 審査委員会は、学位論文提出による学位請求者に係る学位論文の審査を終

了した後、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位

論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆答により学力の確認を行うもの

とする。  

２ 学力の確認においては、研究科委員会において特別の事由があると認められた

場合を除き、外国語を課すものとする。  

３ 学力の確認の方法は、審査委員会が決定する。  

４ 第１項の規定にかかわらず、本学大学院博士課程看護先進科学専攻に５年以上



在学し、大学院学則第45条第４項に規定する所定の単位を修得して退学した者が、

第２条第１項第２号の規定により、本学大学院博士課程入学後12年以内に学位を

請求するときは、口頭又は筆答による学力の確認を免除する。  

（審査委員会の報告）  

第９条 審査委員会は、本研究科博士課程学生については、学位論文が提出された

年度内に、学位論文提出による学位請求者については審査委員会設置後１年以内

に、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行い、研究科委員会に審査結

果を報告するものとする。  

２ 審査結果の報告は、審査報告書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。  

一 学位論文の内容の要旨（４千字以内）  

二 学位論文の審査の要旨（２千字以内）  

三 最終試験又は学力の確認の結果の要旨  

３ 前項第３号の最終試験の結果の要旨には、最終試験の方法と結論の要旨を記載

するものとし、学力の確認の結果の要旨には、学力の確認の方法と結論の要旨を

記載するものとする。  

（研究科委員会の審議）  

第１０条 研究科長は、前条の審査報告を受けた後、研究科委員会を開催し、学位

授与の可否について審議するものとする。  

２ 研究科長は、研究科委員会開催日の７日前までに、次に掲げる書類を研究科委

員会委員に配付するものとする。  

一 学位論文の内容の要旨  

二 学位論文の審査の要旨（審査委員会主査名を記載したもの）  

三 最終試験又は学力の確認の結果の要旨（審査委員会主査名を記載したもの）  

四 履歴書  

五 論文目録  

六 学位論文（別刷）  

３ 第１項の審議を行うには、研究科委員会委員の３分の２以上の出席を必要とす

る。  

４ 学位を授与できるものと議決するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要と

する。  

５ 研究科委員会における審査は、学位論文の別刷をもって行うことを原則とする。

ただし、掲載証明書及び誓約書（別紙様式11）の提出があった場合に限り、別刷

によらずに論文を基にした冊子を持って行うことができる。  

６ 研究科委員会が特に認めた事由で出席できない者は、第３項の構成員数に算入

しない。  

（修業年限の特例）  

第１１条 大学院学則第45条第４項ただし書についての取扱いは、別に定める。  

（適宜の処置）  

第１２条 学位論文の審査並びに試験等に関し、この内規を適用し得ない場合は、

研究科委員会の議を経て、適宜の処置をとるものとする。  



附 則  

１ この内規は、令和７年10月８日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和６

年10月１日から適用する。  

２ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科委員会博士（看護学）に係る学位論

文審査及び試験内規（平成16年４月１日研究科長制定）は、廃止する。  
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○東京科学大学大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻の博士（看護学）に

係る学位論文審査及び試験内規  

令和７年10月８日  

保健衛生学研究科長制定  

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）附則第３項及

び同附則第２項の規定による廃止前の東京医科歯科大学学位規則（平成16年規則

第56号）第20条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学大学院保健衛生学研

究科共同災害看護学専攻（以下「本専攻」という。）における博士（看護学）の

学位論文の審査及び試験に関し必要な事項を定めるものとする。  

（学位論文提出の資格）  

第２条 学位論文提出の資格を有する者は、本専攻に在学する学生で、東京科学大

学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学院学則」という。）第３条第２

項２号に規定する博士課程に４年以上在学し、修了の要件に含む所定の単位中45

単位以上を修得した者とする。  

（学位論文）  

第３条 学位論文は、１編とする。  

２ 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることがある。  

（学位論文に添付する書類）  

第４条 学位論文に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、参考とし

て他の論文を添付することができる。  

一 学位論文審査申請書（別紙様式３）  

二 学位論文要旨（４千字以内）  

三 履歴書（別紙様式４）  

四 論文目録（別紙様式５）  

五 同意書（別紙様式６）共著の場合  

（学位論文の受理及び審査の付託）  

第５条 学位論文を提出しようとする者は、前条に定める書類を添えて研究科長に

提出する。  

２ 研究科長は、前項により学位論文を受理したときは、研究科教育委員会の議を

経て、共同災害看護学専攻共同教育課程運営委員会（以下「運営委員会」という。）

に審査を付託するものとする。  

（学位論文の審査等）  

第６条 運営委員会は、前条第２項により学位論文が審査に付されたときは、審査

員の選出を行い、学位論文審査委員会を設置する。  

２ 前項の審査委員会は、次に掲げる者５人をもって組織する。  

一 主研究指導教員、副研究指導教員の教授及び准教授のうちから３人以上  

二 構成大学院の他専攻、構成大学内又は構成大学外の有識者のうちから１人以

上  

３ 災害看護学に留まらず研究課題に関連する他領域の有識者を含む審査体制とす



る。  

４ 審査委員会に主査及び副査を置き、審査員となる主研究指導教員又は副研究指

導教員のうち１人を主査とする。  

（最終試験）  

第７条 運営委員会は、最終試験審査に際して、最終試験審査員の選出を行い、最

終試験審査委員会を設置する。  

２ 最終試験は、学位論文の審査が終了した後、災害看護に関する多くの課題に的

確に対応し、解決できる、国際的・学際的指導力を発揮するグローバルリーダー

としての高度な実践能力、研究能力に関連する事項について、口頭により行う。  

３ 最終試験審査員は、次に掲げる５人をもって組織する。  

一 主研究指導教員、副研究指導教員の教授及び准教授から３人以上  

二 構成大学院の他専攻、構成大学内又は構成大学外の有識者から１人以上  

４ 最終試験審査委員会に主査１人を最終試験審査員の互選により置くものとする。 

（運営委員会への報告）  

第８条 前２条に規定する各審査委員会は、審査が終了したときは、速やかにその

結果を運営委員会に文書で報告しなければならない。  

（運営委員会の議決）  

第９条 運営委員会は前条の報告に基づき、学位授与の可否について審議し、議決

する。  

２ 前項の議決を行うには、運営委員会構成員の３分の２以上が出席し、かつ、出

席者の３分の２以上の賛成を必要とする。  

３ 運営委員会が特に認めた事由で出席できない者は、前項の構成員数に算入しな

い。  

（審査結果の報告）  

第１０条 運営委員会は前条の議決をしたときは、当該学位論文の提出者の氏名、

学位論文審査の要旨、最終試験の成績及び議決の結果を、文書で研究科長に報告

しなければならない。  

（研究科委員会の審議）  

第１１条 研究科長は、前条の報告を受けた後、研究科委員会を開催し、学位授与

の可否について審議するものとする。  

附 則  

１ この内規は、令和７年10月８日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和６

年10月１日から適用する。  

２ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻の博士（看護学）

に係る学位論文審査及び試験内規（平成26年３月12日大学院保健衛生学研究科長

制定）は、廃止する。  
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